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⑨　⑧の金額に基づく特別法
　人事業税の額

⑭

⑯　⑫の金額に基づく特別法人事業税
　の額

⑮

⑬
⑭ ⑮

２　⑨又は⑯の各欄は、⑧又は⑫の各欄の金額を基に特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定を適用して計算した「特別法人事業
税の額」を記入します。
※　相続開始の日の属する受託者の事業年度が令和元年 10 月 1 日前に開始されている場合の⑨又は⑯の各欄は、⑧又は⑫の各欄の金額を基になお効

力を有する廃止前暫定措置法（地方税法等の一部を改正する等の法律（平成 28 年法律第 13 号）附則第 31 条第 2 項の規定によりなおその効力を
有するものとされた同法第 9 条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法をいいます。）の規定を適用して計算した「旧地方法
人特別税の額」を記入します。




